


平成５年度予算と仕事

一般会計当初予算

１５億５ ，０２３万１千円

■
　
２

平
成
五
年
度
予
算
と
仕
事

平
成
五
年
度
予
算
に
つ
い
て

　
平
成
五
年
度
の
予
算
が
定
例
町
議
会
で
承
認

を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
概
要
を
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

　
一
般
会
計
当
初
予
算
は
、
十
五
億
五
千
二
十

三
万
一
千
円
で
前
年
度
と
比
べ
て
、
約
十
三
％

の
減
少
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
前
年
度
は
、
小

学
校
校
舎
の
増
改
築
や
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
の

拡
張
な
ど
の
犬
規
模
な
事
業
が
完
了
し
た
の
が

主
な
原
因
で
す
。

　
本
年
度
予
算
は
、
景
気
の
低
迷
に
よ
り
歳
入

は
厳
し
い
面
が
あ
り
ま
す
が
、
新
規
事
業
に
つ

い
て
も
積
極
的
に
実
施
す
べ
く
予
算
計
上
を
い

た
し
ま
し
た
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
地
区
公
民
館
の
建
設

と
し
て
、
今
年
は
、
本
町
区
及
び
下
暮
地
区
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
小
学
校
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
設
置
及

び
中
庭
環
境
整
備
事
業
、
教
員
住
宅
二
階
改
築

工
事
、
継
続
事
業
を
合
む
道
路
及
び
河
川
改
修

工
事
、
消
防
小
型
動
カ
ポ
ン
プ
積
載
車
購
入
等

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
福
祉
関
係
に
お
い
て
は
、
本
年
度
よ
り
、
福

祉
施
設
＾
老
人
ホ
ー
ム
等
）
の
入
所
措
置
権
移

譲
に
伴
い
、
措
置
費
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

りふり割のと想構本の
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合総長期
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道路新設改良

農道農水路工

河川工事

町道維持費

の工と創意た一
』
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４． ９５０
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農業費

林業費

商工業振興費

商工会補助金

織物工業協同組合 金



ｌｌｌｌ１１ｌ・ｌ１

平成５年度予算と仕事１・１・ｌｌｌｌｌｌｌｌ；１ｌ１１ｌｌｌｌ１１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１１ｌｌｌｌｌｌｌｌ１１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１ｌｌｌ・１ｌｌ１ｌｌｌｌ１ｌｌｌｌｌｌｌ・・ｌｌｌ・・ｌｌｌ１１ｌｌ１１１・ｌ１１ｌｌｌｌｌ・ｌｌｌ・ｌｌｉｌｌ１１１１ｌｌ１ｌｌｌｌｌｌｌｌ１１ｌｌｌｌ・１・ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ・ｌｌｌｌｌ」ｌｌ・１■Ｈ一一一一■■■１一一一一■■一■■一■一■■ｉ■■■一■一■■一一一…一Ｉ；■■■■■■■一■■一■■■■■

快適で安全な住みよい環境づくリ

ごみ収集運搬処理費

し尿処理

ハエ ・蚊一斉消毒

富土五湖広域行政事務組合消防費負担金

防災無線維持管理費

戸別受信機増設費

交通安全対策費

化。 ２５５

１４ ．５５８

１． ２１１

５５ ．７５７

　８０８

３． ０００

４． ０８２

健康でやすらぎのある福祉づ＜リ
各種検診費

乳児検診、予防注射費

在宅当番医運営費

家庭奉仕員費

敬老年金

身体障害者福祉手当

老人ホーム措置費助成事業

福祉タクシー助成事業費

みんなで支える地域福祉費

老人保健事業

明るく創造性のある人づ＜リ
学校教育費

社会教育費

史跡文化財調査保護費

町史編纂費

社会体育費

青少年対策費

保育所費

まちづくリ計画と推進
　都市計画マスタープラン作成委託料

三ツ峠環境アセス調査

地区公民館建設事業費

広報費

地籍調査費

三ツ峠太鼓創作活動費

ぶるさと夏まつり

歩け歩け運動
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　３８９
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７． ６０９

　７７８
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４． ０００

４． ６３５

４３ ．９６８

４． ３１１

９． ２０６

１． ９６９

３． ５００

　８７２
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諸収入２ ．５％３，９２９万２千円 地方譲与税１ ．７％２ ，７００万円

分担金及ぴ負担金２ ．５％

３， ８２４万５千円

町債　　２ ．８％

４， ２８０万円

使用料及ぴ手数料
３． ２％４，９２８万８千円

歳入
地方交付税４２ ．Ｏ％

６億５ ，１８６万円

町税２１ ．１％

３億２ ，６９８万８千円

議会賓２ ．４％３ ，７６８万８千円

消防費５ ．１％７ ，８９３万６千円

　農林水産業費６ ．５％

　　１億８２万円

公債費８ ．３％

１億２ ，９３０万５千円

民生費「３ －１％

２億２９８万円

教育費１６ ．２％

２億５ ，０２８万４千円

歳出

商工費Ｏ ．９％１ ，３１０万２千円

総務費２１ ．６％

３億３ ，５１５万９千円

土木費ｒ８ ．０％

２億７ ，８３９万３千円
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三ツ 峠

グリーンセンター
老人保健法 簡易水道 国民健康保険

事業特別会計 特別会計 特別会計 特別会計

３７０２万１千円 １億５７６４万円 ６０６０万１千円 ２億５１５６万５千円
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三
月
定
例
議
会

　
　
　
　
　
３
月
１
２
日
－
２
３
日

ｕ
目
間

○
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正

　
　
証
明
手
数
料
を
二
百
円
か
ら
三
百
円
に
引

き
上
げ
る
改
正
で
す
。

○
簡
易
水
道
給
水
条
例
の
一
部
改
正

　
　
水
道
料
金
の
値
上
げ
改
正
で
す
。

〇
三
ツ
峠
グ
リ
ー
／
セ
ン
タ
ｉ
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
　
宿
泊
使
用
料
を
五
百
円
値
上
げ
す
る
改
正

で
す
。

〇
一
般
会
計

○
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

○
簡
易
水
道
特
別
会
計

○
老
人
保
健
法
特
別
会
計

〇
三
ツ
峠
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ｉ
事
業
特
別
会
計

い
ず
れ
も
別
掲

〇
一
般
会
計
第
五
号

補
正
額
　
一
三
七
、
四
一
七
千
円
追
加

総
　
額
　
二
、
二
…
一
、
一
八
二
予
円

内
容
各
事
業
費
の
確
定
等
に
よ
り
精
算

　
　
補
正
を
し
、
剰
余
金
等
で
基
金
積
立
て
を

　
　
行
う
内
容
の
補
正
予
算
で
す
。

○
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
第
三
号

　
補
正
額
　
三
、
八
五
〇
千
円
減
額

　
総
額
二
六
一
、
三
二
千
円

○
簡
易
水
道
特
別
会
計
第
三
号

　
補
正
額
　
一
、
一
七
九
千
円
追
加

　
総
額
五
六
、
九
一
五
千
門

○
老
人
保
健
法
特
別
会
計
第
一
号

　
補
正
額
　
九
、
二
四
一
千
円
追
加

　
総
　
額
　
一
五
二
、
八
七
七
千
円

〇
三
ツ
峠
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
事
業
特
別
会
計

　
第
一
号

　
補
正
額
　
四
、
九
二
七
千
円
減
額

　
総
額
三
二
、
一
七
八
千
円

※
特
別
会
計
補
正
予
算
四
件
は
、
い
ず
れ
も
精

算
過
不
足
に
よ
る
も
の
が
主
な
内
容
で
す
。

○
公
平
委
員
選
任
同
意

　
　
菅
谷
光
輝
氏
＾
柿
園
）
の
任
期
満
了
に
伴
い

池
田
正
純
氏
（
上
町
）
の
選
任
が
同
意
さ
れ
ま

　
し
た
。

■■■■■■■■■■“＾■■■■■■＾’■’‘‘■＾＾■■■■■“““＾＾＾■ｏ｝＾＾ｏ■■■ｏ“｝｝＾■■ｏ“＾＾■■■■■■＾＾■■■ｏ“＾＾■■■■■＾＾＾■■■■｝＾＾■■■｝＾＾＾■＾■“■＾＾＾■■｝＾＾■ｏ＾ｏ■■■＾＾■■

　
西
桂
町
消
防
団
正
副
団
長
が
任
期
満
了
に
よ

り
、
正
副
団
長
が
新
し
く
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

新
正
副
団
長
は
次
の
方
々
で
す
。
（
敬
称
略
）

　
　
団
　
長
　
山
崎
　
誠

　
　
副
団
長
　
川
村
　
貢
・
小
林
隆
芳

団長山崎誠副団長川村貢副団長小林隆若

　
こ
の
度
、
下
暮
地
の
前
消
防
団
長
前
田
和
嘉

さ
ん
が
、
平
成
四
年
度
日
本
消
防
協
会
長
表
彰

（
功
績
章
〕
を
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。

○
鹿
留
山
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
議
会
議
員

　
　
当
該
組
合
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
り
次
の

三
名
が
選
挙
さ
れ
ま
し
た
。

　
渡
部
安
造
氏
　
（
倉
見
）

　
渡
辺
正
太
郎
氏
（
本
町
）

　
宮
下
晃
氏
　
　
（
上
町
）

　
な
お
、
こ
の
組
合
は
西
桂
町
三
名
、
忍
野

三
名
、
都
留
市
六
名
の
議
員
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。

●
　
５

　
こ
の
度
、
上
町
の
技
術
分
団
長
滝
口
新
一
朗

さ
ん
が
、
平
成
四
年
度
消
防
庁
長
官
表
彰
一
永

年
勤
続
功
労
章
）
を
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
四
月
一
日
付
で
総
務
庁
か
ら
行
政
相
談
委
員

と
し
て
、
上
町
の
宮
下
吉
徳
さ
ん
が
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

　
行
政
相
談
委
員
は
あ
な
た
の
身
近
な
相
談
相

手
で
す
。
行
政
に
つ
い
て
苦
情
や
要
望
・
意
見

等
が
あ
り
ま
し
た
ら
遠
慮
な
く
お
尋
ね
下
さ
い
。

相
談
は
毎
月
第
三
火
曜
日
に
役
場
で
行
っ
て
お

り
ま
す
。

　
な
お
、
自
宅
で
は
常
時
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
の
で
お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
自
宅
　
２
笏
）
２
１
９
８
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児
童
館
だ
よ
り

●
　
６

　
四
月
一
日
付
次
の
と
お
り
人
事
異
動
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
退
職
、
転
任
の
先
生
に
は
御
苦
労
さ
ま

で
し
た
。
（
敬
称
略
〕

西
桂
小
学
校

　
（
退
職
）
昇
任
退
職
教
頭
　
鈴
木
孝
子

　
（
出
）
旧
任
地
　
　
　
　
　
新
任
地

　
西
桂
小
校
長
奥
秋
順
作
・
谷
村
第
一
小
校
長

同
　
　
教
頭
小
林
栄
明
・
山
中
小
校
長

同
　
　
教
諭
渡
辺
幸
子
・
下
吉
田
第
二
小
教
諭

同
　
　
教
諭
淳
野
千
尋
・
東
雲
小
教
諭

同
　
　
教
諭
松
野
雅
美
・
境
川
小
教
諭

同
　
　
教
論
奥
秋
元
子
・
唐
沢
小
教
諭

一
入
一
新
任
地
　
　
　
　
旧
任
地

西
桂
小
校
長
石
田
一
夫
・
谷
村
第
一
小
教
頭

同同同同同同同

教
頭
川
村
重
樹
・
吉
田
中
教
諭

教
諭
杉
本
あ
つ
子
・
明
見
小
教
論

教
諭
清
水
浩
喜
・
浜
沢
小
教
諭

教
諭
杉
田
　
眞
・
櫻
井
小
教
諭

教
諭
三
枝
泰
子
・
禾
生
第
一
小
教
諭

教
諭
野
中
厚
美
・
若
草
小
教
諭

教
論
渡
辺
小
百
合
・
新
採
用

西
桂
中
学
校

　
（
退
職
）
期
聞
退
職
　
　
天
野
教
子

　
＾
出
）
旧
任
地
　
　
　
　
　
新
任
地

　
西
桂
中
教
頭
渡
辺
健
・
笛
南
中
教
頭

　
同
．
　
教
諭
保
坂
ゆ
り
・
甲
府
東
中
教
諭

　
＾
入
）
新
任
地
　
　
　
　
　
旧
任
地

　
西
桂
中
教
頭
藤
森
利
光
・
秋
山
中
教
諭

　
同
　
　
教
諭
石
川
健
・
甲
府
北
中
教
諭

　
同
　
　
教
諭
赤
岡
正
人
・
甲
府
北
西
中
教
論

　
同
教
諭
日
野
原
美
樹
・
塩
山
中
教
諭

　
退
職
者
は
三
月
一
＝
十
一
日
付
人
事
異
動
に
よ
る

も
の
で
す
。

　
西
桂
町
児
童
館
で
は
、
保
護
老
の
仕
事
ま
た

は
病
気
な
ど
で
、
放
課
後
、
家
庭
に
お
い
て
保

護
の
受
け
ら
れ
な
い
児
童
を
集
団
、
及
び
個
別

に
指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
健
全
育
成

を
め
ざ
し
た
ク
ラ
ブ
で
す
。

対
象
　
小
学
校
一
年
生
～
三
年
生

　
　
　
両
親
共
働
き
、
母
子
家
庭
父
子
家
庭
な

　
　
　
ど
昼
間
保
護
者
の
い
な
い
家
庭
の
児
童

募
集
人
数
　
２
０
名

開
設
時
間
　
月
～
金
曜
目
　
午
後
－
時
～
５
時

　
　
　
　
　
＾
祭
日
・
学
校
休
業
日
は
除
く
）

申
込
先
Ｙ
Ｌ
０
会
館
套
２
５
）
２
９
４
１

　
定
員
に
な
り
次
第
し
め
切
り
ま
す
。

都留交通安全協会西桂

カープミラーの清掃を行

税
務
だ
よ
り

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
地
籍
調
査
事
業
も
山
林

の
一
部
を
除
い
て
終
了
す
る
予
定
で
す
。

　
平
成
六
年
度
は
、
評
価
替
え
＾
見
直
し
）
年
度

で
す
の
で
土
地
に
つ
い
て
、
一
斉
課
税
を
い
た

し
ま
す
。

　
現
在
課
税
し
て
い
る
面
積
は
、
旧
台
帳
面
積

で
す
が
、
平
成
六
年
度
か
ら
は
、
地
籍
調
査
結

果
面
積
＾
新
台
帳
面
積
）
に
よ
り
課
税
い
た
し
ま

す
。
一
た
だ
し
、
調
査
結
果
に
よ
り
面
積
が
減

少
し
た
場
合
は
、
減
少
し
た
面
積
で
現
在
課
税

し
て
い
ま
す
。
）

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
税
務
係
ま
で
、
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
０
（
２
５
）
２
王
２
１

　
今
年
も
転
作
農
家
の
中
請
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
水
田
に
野
菜
等
を
栽
培
し
ま
す
と
国
か

ら
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

（
１
０
ア
ー
ル
あ
た
り
、
９
，
Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
か
ら

　
　
　
　
ー
７
，
Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
の
範
囲
で
交
付
一

　
ま
だ
申
請
手
続
き
を
済
ま
せ
て
い
な
い
転
作

嚢
、
新
規
に
転
作
を
さ
れ
る
水
稲
農
家
は
役

場
産
業
係
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
５
月
中
旬
ま
で
〕

平
成
五
年
度
は
次
の
よ
う
に
転
作
事
業
を
行
い

ま
す
。

Ｑ
レ
ン
ゲ
の
転
作
農
家
は
レ
ン
ゲ
の
種
を
無
料

で
支
給
し
ま
す
。

　
夏
期
に
レ
ン
ゲ
の
種
の
希
望
を
と
り
ま
す
。

　
１
０
ア
ー
ル
あ
た
り
２
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
支
給
し

　
ま
す
。

＠
目
分
で
農
地
の
耕
作
・
管
理
が
出
来
な
い
農

家
は
町
で
農
地
を
管
理
い
た
し
ま
す
。
耕
作
希

望
者
に
農
地
を
無
料
で
貸
し
出
し
ま
す
。
転
作

補
助
金
は
土
地
の
所
有
者
に
入
り
ま
す
。

　
町
が
斡
旋
い
た
し
ま
す
の
で
離
作
の
際
の
ト

　
ラ
ブ
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
保
全
管
理

　
の
場
合
、
一
部
負
担
金
が
必
要
と
な
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。

８
地
の
保
有
し
て
い
な
い
方
で
も
耕
作
で
き

ま
す
。

　
希
望
者
に
は
無
料
に
て
農
地
を
お
貸
し
い
た

　
し
ま
す
。
ご
一
報
を
！

　
　
　
振
興
課
産
業
係
　
西
桂
町
農
業
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
套
聾
２
ユ
２
１
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西
桂
町
指
定
文
化
財
に
つ
い
て

　
私
た
ち
の
住
む
西
桂
町
は
西
南
に
世
界
一
の

霊
峯
富
士
を
仰
ぎ
西
北
に
三
ツ
峠
山
東
南
に
倉

見
山
に
抱
か
れ
て
町
を
縦
断
す
る
桂
川
の
清
流

な
ど
自
然
に
恵
ま
れ
た
地
形
で
太
古
よ
り
長
い

歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
そ
の
時
代
、

時
代
の
人
々
の
生
活
状
況
を
無
言
の
う
ち
に
語
っ

て
く
れ
る
文
化
財
も
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　
町
内
各
所
に
散
在
す
る
埋
蔵
遺
跡
、
各
地
区

の
神
社
仏
閣
、
ま
た
、
三
ツ
峠
に
残
る
山
嶽
信

仰
の
石
仏
等
々
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
を
大
切
に

保
護
し
後
世
に
伝
え
る
の
は
現
在
に
生
き
る
私

た
ち
町
民
の
責
務
で
あ
り
ま
す
。

　
遅
れ
ぱ
せ
な
が
ら
こ
の
た
び
神
社
本
殿
四
件

と
、
ほ
か
数
件
の
も
の
が
町
指
定
文
化
財
と
し

て
西
桂
町
教
育
委
員
会
よ
り
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

順
次
こ
の
欄
で
地
区
ご
と
に
紹
介
し
ま
す
。

　
今
回
は
下
暮
地
浅
問
諏
訪
神
社
で
す
。

鎮
座
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
西
桂
町
下
暮
地
四
ツ

神
杜
名

祭
　
神

入
一
＝
ハ
五
番
地

浅
閻
諏
訪
神
杜

木
花
開
耶
姫
命

建
御
名
方
命

例
祭
九
月
十
五
日

他
年
中
垣
例
祭
儀
士
＝
回

本
殿
流
造
間
口
　
一
間
二
尺
余

　
　
　
　
奥
行
　
奥
行
一
間
一
尺
余

拝
殿
　
切
婁
造
・
間
□
四
間

　
　
　
　
　
　
　
奥
行
五
間

鳥
居
　
明
神
鳥
居

　
　
　
　
高
二
問
二
尺
幅
二
問
木
造

主
要
建
物
一
略
一

境
内
地
　
七
一
一
坪
余
　
神
社
有
地

　
　
　
　
＾
被
護
与
国
右
地
）

境
内
神
社
　
庖
瘡
神
社
（
略
）

　
　
　
　
　
三
杜
神
杜
（
略
）

氏
子
数
　
一
二
〇
世
帯

祭
儀

杜
殿

【
由
　
緒
】

一
、
創
祀
年
月
日
不
詳
な
る
も
当
村
が
先
住
民

　
族
時
代
よ
り
聚
落
地
で
あ
っ
て
太
古
よ
り
相

　
当
発
展
し
来
り
し
こ
と
は
考
古
学
上
立
護
す

　
る
所
な
れ
ば
其
の
創
立
は
太
古
で
あ
っ
た
も

　
の
と
思
椎
す
る
。

二
、
大
祈
願
祭
、
第
百
三
代
後
土
御
門
天
皇
の

　
文
明
九
年
（
一
四
七
七
年
）
七
月
二
十
二
目
犬

　
祈
願
祭
を
奉
仕
し
た
。

三
、
神
社
移
転
と
神
社
合
祀
第
百
八
代
後
水
尾

　
天
皇
の
元
和
元
年
二
六
一
五
年
）
七
月
二
十

　
二
日
旧
杜
地
水
の
木
方
面
二
説
に
は
村
内

　
中
野
、
ま
た
他
の
一
説
に
は
殿
入
）
よ
り
現

　
杜
地
に
移
転
し
、
村
内
散
在
の
熊
野
神
杜
八

　
幡
神
杜
日
月
神
社
三
面
魔
王
不
動
明
王
の
五

　
社
を
合
祀
し
て
七
所
明
神
と
称
し
、
浅
間
犬

　
神
・
諏
訪
犬
神
の
二
柱
を
主
祭
神
と
し
た
。

四
、
郷
杜
に
列
格

　
明
治
四
年
七
月
四
日
郷
杜
定
則
に
依
り
都
留

　
郡
戸
籍
第
四
区
桂
村
一
現
西
桂
町
と
旧
東
桂

　
村
〕
総
産
土
神
と
し
て
郷
社
に
列
格
し
た
。

五
、
明
治
四
十
年
二
九
〇
七
年
）
二
月
一
六
日

　
山
梨
県
告
示
に
依
り
神
駿
弊
白
巾
料
供
進
神
杜

　
に
指
定
さ
れ
た
。

●
　
７

六
、
末
社
三
社
神
社
の
創
立
、
昭
和
四
年
（
一

　
九
二
九
年
一
九
月
十
五
日
主
祭
神
浅
間
大
神
・

　
諏
訪
犬
神
二
柱
の
外
熊
野
神
社
・
幡
神
杜
目

　
月
神
杜
の
一
一
一
柱
を
末
杜
三
杜
神
杜
と
し
て
創

　
立
し
た
。

　
　
七
所
明
神
の
う
ち
三
面
魔
王
・
不
動
明
王

　
の
二
柱
は
遠
慮
し
た
。

　
＾
以
上
は
神
杜
所
右
神
杜
明
細
書
に
よ
る
）

　
参
道
の
石
段
は
九
十
二
段
で
昔
は
野
面
石
で

あ
っ
た
が
、
昭
和
二
年
下
暮
地
在
住
前
田
芳
太

郎
氏
、
下
暮
地
出
身
の
前
田
又
一
氏
、
前
田
貞

次
郎
氏
の
寄
進
の
社
地
の
北
端
よ
り
採
取
し
た

御
影
石
で
造
ら
れ
、
昭
和
六
十
二
年
修
理
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
鳥
居
は
神
明
型
で
昔
は
木
製
で
あ
っ
た
が
昭

和
五
十
五
年
前
田
勝
弘
氏
の
寄
進
で
現
在
の
石

の
鳥
屠
に
造
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
本
殿
の
土
台
を
支
え
る
亀
腹
の
御
影
石
は
、

下
暮
地
仏
の
沢
の
石
切
場
で
採
取
さ
れ
た
も
の

と
云
わ
れ
幅
五
〇
セ
ン
チ
、
高
さ
四
〇
セ
ン
チ
、

長
さ
二
二
五
セ
ン
チ
い
・
重
さ
約
一
、
二
〇
〇
キ

ロ
位
の
物
二
本
と
こ
れ
よ
り
少
し
小
さ
い
も
の

二
本
等
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
昔
の
事
で
、
現

在
地
ま
で
引
き
上
げ
る
に
は
大
変
な
労
力
と
工

夫
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
神
杜
の
境
内
に
は
お
候
屋
杉
と
呼
ば
れ
た
樹

齢
数
百
年
の
相
生
の
御
神
木
が
あ
っ
た
が
、
第

二
次
世
界
犬
戦
末
期
に
伐
採
さ
れ
た
。
社
殿
修

復
等
の
際
、
此
の
御
神
木
に
候
屋
を
設
け
て
御

神
体
を
安
置
し
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
例
祭
は
毎
年
九
月
十
五
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

一
時
期
関
係
者
の
外
、
西
桂
小
学
校
の
三
年
生

以
上
の
児
童
生
徒
約
五
百
人
が
参
列
す
る
な
か

で
神
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
今

は
下
暮
地
の
青
壮
年
層
の
有
志
が
子
供
御
興
を

奉
納
、
御
興
渡
御
と
祭
の
広
場
で
犬
変
な
賑
わ

い
で
す
。保

育
所
入
所
式

　
去
る
４
月
６
旦
火
）
保
育
所
に
お
い
て
平
成

５
年
度
入
所
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
桜

の
花
も
見
事
に
咲
き
ほ
こ
ろ
び
園
庭
は
う
ら
ら

か
な
情
景
で
し
た
。
今
年
度
の
入
所
児
童
数
は

１
４
５
名
で
す
。

　
例
年
新
入
園
児
を
迎
え
る
こ
の
時
期
に
感
じ

る
こ
と
は
、
年
々
子
供
た
ち
の
泣
く
声
が
少
な

く
、
親
離
れ
が
早
い
こ
と
で
す
。
こ
の
子
供
達

が
一
日
も
早
く
集
団
生
活
に
憤
れ
、
感
性
豊
か

な
子
供
に
な
り
ま
す
よ
う
職
員
１
４
名
が
心
を
引

き
締
め
、
保
育
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
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一
せ

…
ら

一
知

　
当
町
の
簡
易
水
道
の
配
水
管
は
老
朽
化

が
著
し
く
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
住
民
の
皆
様
に
は
漏
水
事
故

等
で
断
水
を
し
た
り
犬
変
ご
迷
惑
を
か
け

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
平
成
５
年
度
よ
り

老
朽
化
し
た
配
水
管
の
布
設
替
え
工
事
を

計
画
的
に
行
い
住
民
の
皆
様
に
安
定
供
給

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
簡
易

水
道
の
違
営
費
は
皆
様
か
ら
徴
収
し
て
い

る
水
道
料
等
で
賄
っ
て
い
ま
す
が
、
配
水

管
の
布
設
替
え
工
事
は
大
変
な
工
事
費
が

か
か
り
現
状
の
水
道
料
金
で
は
と
て
も
布

設
替
え
工
事
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
下
記
の

表
の
と
お
り
、
平
成
５
年
５
月
分
か
ら
水

道
料
を
改
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で

町
民
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

水道料金改正のお

（１’につき〕超過料金　基本料金
（２ヵ月につき）

１６ｒ“ 以上
８１皿’以上

１６０“ 以下

２１甘 以上

８０” 以下
料金水量

利率

用途

一般用

営業用

２０“ 以下

２０“ 以下

７００円

フｏｏ円

３５円

３５円

４０円

４０円

４５円

４５円

２ヶ月で８６皿’ 使用した場合の使用料金例　（ただし量水計が１３ミリの物〕

　　　２０皿０ 　　　＋　　　６０“　　　十　６ 皿’＝８６皿’

Ｏ～２０皿・

墓本料金
２１一～８０“

超過料金３５円範囲
畿葛呈鵜鯛１

墓本料金　２０“　　　　　　７００円
超過料金　６０“ｘ３５円　＝２ ，１００円

超過料金　６“ｘ４０円　 ＝　２４０円

　計　　　　　　　　　　　　３ ，０４０円

メーター便用料　１３ミリ＝　１２０円

　計　　　　　　　　　　　　３ ，１６０円

消費税　３ ，１６０円ｘ１ ．０３’３ ，２５０円になリます 。（１０円朱満切捨〕

＾■■ｏ■■■■■■““““““““ｏ■■■■■■■‘““““““＾““““＾＾■■■■■■■■“““““““““““■““■■■■■■■｛““““““■““ｏ＾■■＾ｏ＾“＾

・
＆

資源ごみ回収リサイクル運動のお知らせ環境衛生だより

　
平
成
４
年
度
の
ご
み
処
理
経
費
は
ご
み
ユ
ト
ン
当

た
り
に
し
ま
す
と
約
３
万
円
で
、
皆
さ
ん
の
税
金
を

使
っ
て
処
理
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご
み
は

人
間
の
営
み
が
あ
る
以
上
、
ま
っ
た
く
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
皆
さ
ん
の
一
人

ひ
と
り
の
創
意
工
夫
に
よ
り
減
ら
す
こ
と
は
可
能
で

す
。
ご
み
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
が
進
み
ま
す
と
、

皆
さ
ん
の
貴
重
な
税
金
も
む
な
し
く
灰
に
な
ら
ず
、

価
値
あ
る
使
い
方
が
で
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
再
利
用
で
き
る
ご
み
は
、
処
理
施
設
に

持
ち
込
ま
ず
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
心
が
け
れ
ば
処
理

費
用
も
少
な
く
な
り
ま
す
し
、
資
源
の
保
護
に
も
つ

な
が
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
町
で
は
、
こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
を
本
年
度
か
ら

取
り
入
れ
、
自
治
会
や
学
校
を
中
心
と
し
、
日
時
や

収
集
場
所
を
決
め
、
紙
・
ビ
ン
・
カ
ン
と
い
っ
た
リ

サ
イ
ク
ル
で
き
る
資
源
ご
み
を
集
め
、
町
の
指
定
す

る
業
老
に
売
り
渡
し
ま
す
。
ま
た
、
町
は
こ
れ
に
対

し
い
く
ら
か
の
報
奨
金
を
支
払
い
ま
す
。

　
こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
効
果
と
し
て
は
、
冒
頭

で
も
述
べ
た
よ
う
に

１
　
各
家
庭
の
資
源
ご
み
が
効
率
よ
く
回
収
す
る
一
」

　
と
が
で
き
る
。

２
　
各
家
庭
の
ご
み
処
理
経
費
が
節
約
で
き
る
。

３
　
限
り
あ
る
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
を
節
約
で
き
る
。

４
　
回
収
事
業
を
通
じ
て
、
地
域
の
人
々
と
の
交
流

が
図
れ
る
。

５
　
町
の
ご
み
処
理
経
費
が
節
約
で
き
る
。

６
　
特
に
学
校
の
児
童
・
生
徒
が
参
加
す
る
こ
と
は
、

　
資
源
・
環
境
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
労
働
の

　
薯
ぴ
、
大
変
さ
と
い
う
も
の
を
経
藪
で
き
る
教
育

　
的
効
果
が
あ
る
。

７
　
こ
の
活
動
に
伴
い
、
酉
桂
町
か
ら
支
払
わ
れ
る

　
報
奨
金
は
、
地
域
の
自
主
的
な
活
動
資
金
と
し
て

　
活
用
さ
れ
る
。

　
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
皆
さ
ん
も
資
源
ご
み
回
収
リ
サ
イ
ク
ル
事
業

に
参
加
し
て
下
さ
い
。

年
金
手
帳
を
大
切
に

し
ま
し
よ
う

　
年
金
手
帳
は
、
国
民
年
金
等
に
初
め
て
加
入
し
た

と
き
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
年
金
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
号
と
番
号

は
、
一
生
を
通
じ
て
国
民
年
金
等
の
加
入
の
状
況
を

管
理
す
る
も
の
で
す
。

　
年
金
手
帳
は
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
次
の
場
合
は
、
役
場
の
国
民
年
金
係
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

＊
年
金
手
帳
を
二
冊
以
上
持
っ
て
い
る
と
き

＊
年
金
手
帳
を
な
＜
し
た
と
き

＊
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き



一１１１１１１１１１１１１１１１１１１；■ｌｌｌｌ１１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１ｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ；１ｌｌ」ｌｌｌｌｌ」１１ｌ１ｌｌｌｌｌｌ１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１ｌｌｌｌｌｌｌ１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ１；１ｌｌｌｌｌｌｌｌ１ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ「ｌｌｌｌｌ；ｌｌｌｌｌｌｌｌ；ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ■ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ’■ｌ１

　　児ｉ手当制凄の知鐵

　子どもが生まれたら、出生屈と一緒に

　　　児童手当の認定請求を済ませましょう

課住’ 民

　
児
童
手
当
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　
こ
れ
は
、
三
歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、
生
活
の

安
定
と
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
、
資
質

の
向
上
を
目
的
に
つ
く
ら
れ
た
制
度
で
す
。

　
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
、
出
生
届
と
一
緒

に
、
児
童
手
当
の
認
定
董
氷
も
済
ま
せ
ま
し
ょ

う
。
認
定
後
、
申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
』
た
だ
し
、
認
定
に
当
た
っ
て
は
、

所
得
制
隈
が
あ
り
ま
す
。

第
二
子
以
降
の
支
給
対
象
が
第
一

子
か
ら
に

　
と
こ
ろ
で
、
児
童
手
当
制
度
は
、
平
成

四
年
一
月
に
改
正
さ
れ
、
改
正
前
と
は
支

給
対
象
や
支
給
期
問
、
支
給
金
額
が
変
わ

り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
み

て
み
ま
し
上
う
ｏ

　
ま
ず
、
第
二
子
以
降
だ
っ
た
支
給
対
象

が
第
一
子
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
支
給
金
額
＾
月
額
）
も
改
正
後
は

第
一
子
と
第
二
子
が
五
千
円
、
第
三
子
以

降
が
一
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
い
う
第
何
子
と
は
、
児
童
福
祉

法
で
の
児
童
、
つ
ま
り
十
八
未
満
の
子
ど

も
を
対
象
に
数
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
十

七
歳
の
兄
姉
が
一
人
い
る
場
合
の
三
歳
未

　
　
　
　
　
満
児
は
第
二
子
に
な
り
ま
す

　
　
　
　
　
が
、
十
八
歳
の
兄
姉
が
一
人

　
　
　
　
　
い
る
場
合
の
一
＝
歳
未
満
児
は

　
　
　
　
第
一
子
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
さ
ら
に
、
改
正
前
は
小
学

　
　
　
　
校
へ
入
学
す
る
ま
で
だ
っ
た

支
給
期
閻
が
、
改
正
後
三
歳
未
満
と
な
「
た

こ
と
に
対
し
て
、
段
階
的
に
支
給
期
間
を
改

定
す
る
経
遇
措
置
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

毎
年
六
月
こ
提
出
が
必
要
な
児
童

手
当
現
況
届

　
さ
て
、
い
ざ
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
場
合
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
手

続
き
が
あ
り
ま
す
。

　
毎
年
六
月
に
提
出
す
る
児
童
手
当
現
況
届

が
そ
れ
で
す
。

　
こ
れ
は
、
子
ど
も
の
養
育
状
況
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
、
児
童
手
当
の
支
給
を
受

け
る
す
べ
て
の
人
が
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
届
け
出
を
怠
る
と
、
受
給
資

格
が
あ
っ
て
も
六
月
以
降
、
手
当
を
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
ま
し
ょ

う
。　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
手
続
き
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
も
の
を

以
下
に
挙
げ
ま
す
。

・
引
越
し
な
ど
で
受
給
者
ま
た
は
子
ど
も
の

　
住
所
が
変
わ
る
と
き

・
手
ど
も
が
増
え
る
な
ど
し
て
、
手
当
の
額

　
が
増
え
る
と
き

・
手
当
の
支
給
が
変
わ
る
と
き

　
と
に
か
く
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
は
、

喜
び
い
っ
ぱ
い
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
忘
れ

が
ち
で
す
。
児
童
手
当
は
、
自
動
的
に
支
給

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
、
役
場
住
民
課
の
窓
□
＾
公
務

員
の
方
は
勤
務
先
〕
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
９
　
●

■■■■■“‘■■■■■■■■■■■■■■■■ｏ‘■■■‘’凸“’“凸““““凸“““““■‘■＾■＾＾　
　
お
年
よ
り
が
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
窓
口

　
で
支
払
う
一
部
負
担
金
が
次
の
よ
う
に
変
わ
り

“
ま
す
。

入
院
外

入
院

ー
ケ
月
９
０
０
円
が
「
Ｏ
Ｏ
Ｏ
円

－
　
目
６
０
０
円
が
７
０
０
円

　
婦
人
の
が
ん
、
子
宮
が
ん
、
乳
が
ん
を
年
一

回
の
検
診
で
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
で
予
防

し
よ
う
。

　
ま
だ
一
度
も
検
診
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
女

性
＾
３
０
才
以
上
一
の
人
は
、
こ
の
機
会
に
検
診
を

．
受
け
ま
し
ょ
う
。

“＾＾凸＾■■■’

［申し込み】

役場窓□で受何けています 。

愛育会の方が各家庭をうかが

い申し込みを受けます。愛育

会のない地区は役場窓ロヘ申

し込んで下さし、。

随時

１；
千；’ 　　．１．；；；’

止’． ｛　＝；１・’ ，甘

ｌｌ；繕篶 山’’’ ｝
．蕪’’’’’’ 圭

．■；　 ’，！ 岨・・１．．’．’ ，．，’．・

：１＝，．１ 蔓’’ 讐三・ 二幸義
．」・

幸． 、＝’ 妻

６ 木 健 康 相 談 ＹＬ０会館 午前中

１１ 火 機 能 訓 練 ＹＬＯ会館 午前９時３０分～

１２ 水 経ロポリォワクチン役与二 役場２階 受付午後１時～１時３０分 １回目Ｈ４ ．８～Ｈ５ ．１

回目Ｈ４ ．２～７

１４ 金 ３才児健診 役場２階 午後１時３０分～ Ｈ元 ．１ｉ～Ｈ２ ．王

２０ 木 健 康 相 談 ＹＬ０会館 午前中

２１ 金 一」 種 混 合 役場２階 受付午後１時～１時３０分 Ｈ２ ．９～Ｈ３ ．３

２１ 金 乳 児 健 診 役場２階 午後１時３０分～ Ｈ４ ．７ ．１Ｏ　Ｈ５ ．１

２２ 土 第１回歩こう会 箱 根 午前７時～

２５ 火 機 能 訓 練 ＹＬＯ会館 午前９時３０分～

５
月
目
程
表
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日程５月１８日午前１０時～午後３時

場所都留市文化会館
相談員　調停委員 ・司法委員 ・参与員

相談内容　金銭 ・交通事故 ・土地建物などの間題や
、

家庭内のもめごとな＆（秘密は厳守されます。）

問合先　都留簡易裁判所管内

　　　調停委員協議会
　　　ａ０５５４（４１）２１８５

ガイド ・販売のための英会話（初級）

内　容　外人観光客に接するために必要な英会話

日　程　５月１３日（木〕～６月１７日（木）

　　　毎週火曜日～金曜日　２１日間

講習時間　午前９時３０分～午後３時

受講料　　無料（教材費は自己負担）

定員　　２０人

講習場所　県立勤労者福祉センター

調理（クッキングヘルパー）

内　容　午前　調理実習

　　　午後　講義（栄養学 ・食晶衛生 ・その他）

日　程　　５月７日（金）～７月１６日（金）

　　　　毎週２目（木 ・金曜日）合計２１日間

対象老　パート 、内職等で働こうとしている女性

講習時間　午前９時３０分～午後３時

受講料　無料（ただし実習材料費として１Ｏ，ＯＯＯ円程度）

定員２０人

講習場所富士告田市上暮地コミュ＝ティーセンター

申込先　県立婦人労働開発センター分室

　　　富士吉田市上吉田９６５－４

　　　００５５５（２４）０７５４

　　　過般各家庭へお配りした町制施行４０周年記念西
おわび桂町勢要覧の中で１頒の下欄の写真に不適当と

　　　　われる部分がありましたのでおわび致します 白

お知らせ　ｌｌｌｌｌ１ｌｌｌｌｌｌ

　山梨県教育委員会では、代替教員を募集しています
。

　代替教員とは・研修や出産等の理由で平常勤務がで

きない教員を補充するために、期間を定めて臨時的に

任用するものです 。

任用条件

　（１〕教員免許状を取得（取得見込）していること
。

　（２）心身ともに健康で勤務に支障のない者であること
。

任用先　南都留地区内小 ・中学校

任期期問　ケースによ って様 々ですが、およそ２１日間

　　　　以上１年まで 。

申込期間　随時受け付けております 。

申込先〒４０２都留市田原三丁目３－３

　　　　　南都留教育事務所長あて

　　　　　８０５５４（４３）１５１１　内線８６

　県立都留能力開発センターでは、次の講座の受講者

を募集します
。

仕事の教え方（管理監督者課程）

　日程　５月１０ ・１１ ・１２ ・１３ ・１４日の５日間

　時間　午後６時～午後８時まで

　定員　１０名受講料　１ ，ＯＯＯ円

第２種５気工箏士（学科）（受藪奉傭鶉座）

　日程　５月１０ ・１１ ・１３ ・１４ ・１７ ・１８ ・２０ ・２１ ・２４ ・２５ ・２７ ・２８
・

　　　　　３１日　６月１ ・３ ・４日の１６日間

　時間　午後６時～午後８時５０分

　定員　１５名受講料　４ ，０００円

人の扱い方（管理監督者課程）

　日程　５月３１日　６月１ ・２ ・３ ・４日の５日間

　時間　午後６時～午後８時まで

　定員　１０名受講料　１ ，ＯＯＯ円

　受付期間　各講座とも開講日の１ヶ 月前から１０日前

　　　　　まで、ただし定員になれば締切ります
。

間合先　同センター　醐別（４３）８９１１

　受　　　　受　　第山
５付業１昭験７一梨
月期見臼和資月次県

●
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■

　　　　　問
　山　　山合
　梨　　梨先
８県８県
○警ｏ人
５察５事
５本５委

鎌曇
２課７務
１　　８局
２　　３
１　　５

１間１１１格１１１

裏１１嚢
　　　　孝畠

　　　　芙黎

　　　　交才

卒月

　受　　　　　受　　第山
５付て１昭験６一梨
月期は日和資月次県
１９間 ’ま４０格２７試職

他で年
にに４
資生月
格ま２
要れ日
件たか
あ老ら
り（昭
）職和
　種４７
　に年
　よ４
　つ 月

量管露

上
級
試
験

の験
とお平
およ成
りび五
議毅震

し県の
ま警山
す察梨
。官県
　Ａ職
　採員
　用採
　試用
　験上
　を級
　次試
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役場の人箏及ぴ機構 役場職員の異動を行い４月より新体制を整えました 。

課長　渡辺富士雄

主査堀内達也

企画係 （係長 ・（兼）堀内達也）（主任 ・永田由永）

課長　川村　龍雄

主査　前田　宗重

主査滝口　武司

三ツ 峠クリーンセンター　　（係長 ・勝侯宗明）

　　　　　　　　　（調理師 ・新田典子〕（警傭員 ・山本季高）

総務係　（係長 ・（兼）滝□武司）（主任 ・永田留美子 ・（兼）小林清松 ・

　　　　　郷田弘一）（業務員 ・渡辺清吾）

　　　　　（運転手 ・勝俣美紀男）（（臨）・ 渡辺っぐみ）

財務係　（係長 ・（兼）滝口武司）（主任 ・高山正）

税務係　（係長・（兼）前田宗重・奈良護）（主任 ・渡辺麗子）（主事補・永田和男）

■

１１

●

長

槙

田

課長渡辺隆
主査渡都真澄
保育所長　志村　雄子

拮

住民係

厚生係

（係長・渡辺裕代）（主任・武井直美・（兼）塩谷正彦〕（主事補・新田裕里

（係長保健婦 ・槙田知子）（保健婦 ・遠山喜与子〕

（係長 ・（兼）渡部真澄）（主任 ・岩田悦男〕（主事 ・新田剛久）

（主事補 ・権守貞則 ・（兼）新田裕里）（地域福祉専門員 ・勝俣明美〕

環境衛生係　（主任 ・塩谷正彦）（主事補 ・（兼）新田裕里）

保育所（主任保母 ・永井信子）（保母 ・加藤なお美 ・新田理恵子 ・川村三

　　　　千代 ・川村真由美 ・田宮博美 ・三枝ます美 ・遠山葉月）

　　　　（臨時保母 ・犬津はるみ ・小林津留子）

　　　　（調理婦 ・井上たね子 ・（臨）渡辺幸子 ・（臨）牛田はつえ）

課長　重田一太郎

主査森嶋薫次朗

主査藤江栄一

産業係

建設係

地籍調査係

（係長 ・（兼）藤江栄」・ 渡辺幸彦）（主事補 ・（兼〕川村吉広）

（係長 ・（兼）森嶋薫次朗 ・川村達彦）

（主事 ・重森正 ・天野和久）（主事補 ・滝沢千賀子〕

　（係長 ・（兼）藤江栄」）（主事補 ・川村吉広）

館長（町長）模田康

館長代行（兼）川村俊夫

（児童厚生員 ・小佐野保子）

収入役 権守肇
出納係 （係長 ・小澤勝代）（主任 ・小林清松〕

教青長　川村　俊夫

次長　　郷田　盛直

総務学校教育係

（係長 ・（兼）郷田盛直）

杜会教育係

学校給食センター

（調理婦 ・小山なを子 ・希代峰子 ・滝口英子 ・

乙顔和子 ・武藤玲子 ・高山勝子〕

学校用務員　　（小学校 ・堀江成和）

　　　　　　　（中学校 ・渡辺徳二〕

（（兼〕郷田盛直）（係長 ・（兼）小佐野保子）（主任 ・小澤正仁）

　　　　　　　　　　　　　　　　（主事 ・佐藤誠一）

（局長 ・（兼）川村龍雄）（書記 ・係長 ・今泉守夫〕

（書記長・（兼）重田一太郎）（書記・（兼）藤江栄一・渡辺幸彦）

会長（町長）模田

　（事務局長 ・（兼）渡辺隆〕（事務局 ・（兼）渡部真澄）

康　（専門員 ・新田泰代）（家庭奉仕員 ・高尾みっ子〕（ポ

　　ランティアコーデ ィネーター・ 川村久江）

葵１欝灘１

竈遠嚢雛鱗星鱗




